
【電子的診療情報連携体制整備加算】について 
 

当院では、令和 8年度診療報酬改定により新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」の 

施設基準を満たす体制を整備しています。 

オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、 

患者様に適切な医療を提供できるよう努めております。 

また、地域医療情報連携ネットワークを活用し、他医療機関との診療情報連携を行っております。 

 

【当院における医療DX推進の取り組み】 

❖オンライン請求を行う体制 

❖オンライン資格確認を行う体制 

❖受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う体制 

❖マイナ保険証を利用しやすい環境整備 

❖医療DXを通じて質の高い医療を提供する体制 

 

マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人 ふらて会 西野病院 

院長 田山 尚久 


